
●
対　
象

　
県
内
に
お
住
ま
い
の
方
で
講
座
修
了
後
、
盲

ろ
う
者
通
訳
・
介
助
員
と
し
て
活
動
で
き
る
方

●
人　
数　

　
16
人
程
度

●
と　
き

　
6
月
30
日
㈭
か
ら
11
月
10
日
㈭
ま
で
の
全

10
日
間（
23
講
座
45
時
間
）で
、
主
に
木
曜
日

●
と
こ
ろ

　

宮
城
県
聴
覚
障
害
者
情
報
セ
ン
タ
ー　

他

●
費　
用

　
受
講
料
無
料

　
テ
キ
ス
ト
代
実
費（
約
4
、0
0
0
円
程
度
）

●
申　
込

　
5
月
31
日
㈫
必
着
で
、
申
込
用
紙
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
郵
送
・
F
A
X
・
E
メ
ー
ル

に
よ
り
左
記
へ
。
募
集
案
内
、
申
込
用
紙
等
の

詳
細
は
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い

た
だ
く
か
、
左
記
連
絡
先
へ
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

問　
宮
城
県
聴
覚
障
害
者
情
報
セ
ン
タ
ー

（
み
み
サ
ポ
み
や
ぎ
）

☎
3
9
3-

5
5
0
1

3
9
3-

5
5
0
2

info@
m
im
isuppo-m

iyagi.org

く
ら
し

◆
5
月
13
日
か
ら
高
齢
運
転
者
の
運
転

免
許
更
新
制
度
が
変
更
と
な
り
ま
す

　
75
歳
以
上
の
運
転
者
に
対
す
る
対
策
の
強
化

等
が
図
ら
れ
ま
す
。

●「
運
転
技
能
検
査
」の
導
入

　
75
歳
以
上
で
普
通
自
動
車
対
応
免
許
を
有
す
る

方
の
う
ち
、
一
定
の
違
反
歴
が
あ
る
場
合
は
、

運
転
免
許
証
の
更
新
前
に
運
転
技
能
検
査
を

受
検
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

※
一
定
の
違
反
歴
は
、
信
号
無
視
、
通
行
区
分

も
よ
お
し

◆
消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
関
す
る

説
明
会

　
税
務
署
で
は
、事
業
者
の
方
を
対
象
に
消
費
税

の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

説
明
会
は
、
事
前
予
約
制
に
よ
り
、
各
回
と
も

定
員（
15
名
）に
な
り
次
第
、
受
付
を
終
了
し

ま
す
。
参
加
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
左
に
記
載

の【
申
込
先
】へ
お
電
話
に
て
、
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

●
と　
き

　
5
月
18
日
㈬
、
6
月
8
日
㈬
、
6
月
29
日
㈬

※
申
込
期
限
は
説
明
会
開
催
日
の
前
週
金
曜
日

ま
で
と
な
り
ま
す
。

※
各
回
と
も
午
前
10
時
か
ら
開
催
し
ま
す
。

※
説
明
内
容
は
各
回
と
も
同
じ
で
す
。

●
と
こ
ろ

　
塩
釜
税
務
署　

三
階
会
議
室

・
問
　
塩
釜
税
務
署　
法
人
課
税
第
一
部
門

☎
3
6
2-

2
1
5
3（
直
通
）

◆
ろ
う
者
通
訳
・
介
助
員
養
成
講
座

　
　
　
　
受
講
者
募
集（
手
話
通
訳
付
き
）

　
盲
ろ
う
者（
目
と
耳
の
両
方
に
障
害
の
あ
る

方
）の
移
動
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
等
の

サ
ポ
ー
ト
を
行
う
方
々
を
養
成
し
ま
す
。

みんなの
広場

Information
インフォメーション

軽自動車税（種別割）の減免のお知らせ
　次のいずれかに該当し、使用目的が障がい者の方

（下表の減免対象となる方に限る）の通院・通学などに
利用される車両について、申請することにより軽自動車
税（種別割）が減免されます。

【必要書類等】 　・軽自動車税減免申請書　・障がい者等であることを証明するもの（障害者手帳等）　・車検証　
　　　　　　　・軽自動車税納税通知書　・所有者の個人番号（通知カード等）　・運転する方の運転免許証

【申 請 期 限】　 令和4年5月31日（火）まで（期限厳守）
　　　　　　　　※減免を受けられるのは、身体障がい者等１人につき１台に限られます（普通自動車を含む）。
　　　　　　　　※所有者又は運転者が生計を一にする者の場合は、生計同一申立書が必要となります。　　　

減免の対象となる方の範囲
① 身体障害者手帳をお持ちの方のうち、右のいず
　 れかに該当する方
② 療育手帳をお持ちの方のうち、判定が「Ａ」の方
③ 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方のうち、
　 障害の等級が「1級」の方
④ 戦傷病者手帳をお持ちの方
　公益法人等が公益のために専用する軽自動車につい
て、一定の要件に該当すると軽自動車税（種別割）が減
免されます。
※自動車税（環境性能割・種別割）・軽自動車税（環境性能割）

の減免については、県税事務所にお問い合わせください。

問　税務課 資産税係  　　　☎767-2329
　　宮城県塩釜県税事務所　☎365-4191

対象者 所有者 運転者

身体障がい者
18歳以上 本人 本人又は生計を一にする者

18歳未満 本人又は生計を一にする者 本人又は生計を一にする者

知的障がい者又は精神障がい者 本人又は生計を一にする者 本人又は生計を一にする者

障害の区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級
視覚障害 ◎ ◎ ◎ ◎
聴覚障害 ◎ ◎
平衡機能障害 ◎
音声機能障害又は言語機能の障害 ◎
上肢不自由 ◎ ◎
下肢不自由 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○
体幹不自由 ◎ ◎ ◎ ○
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害

上肢機能 注1 ◎ ◎
移動機能 注2 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○

心臓機能障害 ◎ ◎
じん臓機能障害 ◎ ◎
呼吸器機能障害 ◎ ◎
ぼうこう又は直腸の機能障害 ◎ ◎
小腸機能障害 ◎ ◎
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 ◎ ◎ ◎
肝臓機能障害 ◎ ◎ ◎

◎　身体障がい者本人又は生計を一にする家族の方が運転する場合に減免
○　身体障がい者本人が運転する場合に減免
注1　一上肢のみに運動機能障害がある場合を除きます。
注2　一下肢のみに運動機能障害がある場合は、障がい者本人が運転する場合に限ります。
注3　二つ以上の障害が重複する場合の障害の級については、身体障害者手帳に記載された
　　  総合の級により判定します。

8広報りふ RIFU　令和４年５月号



◎
も
よ
お
し
等
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
中
止
や
延
期
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

違
反
な
ど

※
運
転
技
能
検
査
の
方
法
は
、
自
動
車
学
校

な
ど
の
コ
ー
ス
を
教
習
車
な
ど
で
走
行
す
る

も
の
で
す
。

※
運
転
技
能
検
査
に
合
格
で
き
な
い
場
合
は
、

運
転
免
許
証
の
更
新
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。（
再
受
検
可
能
）

●
高
齢
者
講
習
お
よ
び
認
知
機
能
検
査
の
一
部
変
更　
　
　
　

　
高
齢
者
講
習
の
区
分
お
よ
び
75
歳
以
上
の

方
が
受
検
す
る
認
知
機
能
検
査
の
検
査
項
目
が

見
直
さ
れ
ま
す
。

●
サ
ポ
ー
ト
カ
ー
限
定
免
許
の
導
入

　
高
齢
な
ど
を
理
由
と
し
て
運
転
に
不
安
を

覚
え
た
方
か
ら
の
申
請
に
よ
り
、
運
転
で
き
る

車
を
サ
ポ
ー
ト
カ
ー
に
限
定
す
る
条
件
付
免
許

が
導
入
さ
れ
ま
す
。

「
高
齢
者
講
習
通
知
書
」の

は
が
き
が
届
い
た
ら
、
す
ぐ
に
予
約
を
！！

問　
宮
城
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

☎
3
7
3-

3
6
0
1

  

ま
た
は  

＃
８
０
８
０

※
受
付
時
間
は
平
日
の
午
前
８
時
30
分
～
午
後

５
時
ま
で
で
す
。通
話
料
は
利
用
者
負
担
で
す
。

◆
還
付
金
詐
欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
県
内
で
自
治
体
職
員
を
装
う
還
付
金
詐
欺
の

電
話
が
相
次
い
で
い
ま
す
。

　
自
治
体
職
員
を
装
い
、「
還
付
金
が
あ
り
ま
す
」

「
ス
ー
パ
ー
の
A
T
M
で
も
手
続
き
が
で
き
ま
す
」

「
手
続
き
の
仕
方
は
電
話
で
教
え
ま
す
」な
ど
と

電
話
を
よ
こ
し
、
A
T
M
で
送
金
手
続
き
を

さ
せ
る
還
付
金
詐
欺
の
電
話
が
か
か
っ
て
き
て

い
ま
す
。

　
A
T
M
で
は
還
付
金
の
手
続
き
は
で
き
ま

せ
ん
。
電
話
を
受
け
た
際
に
は
、
一
旦
電
話
を

切
り
、
家
族
や
最
寄
り
の
警
察
署
、
交
番
、

駐
在
所
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

・
自
治
体
職
員
を
装
う
電
話
は
固
定
電
話
に

か
か
っ
て
き
て
い
ま
す
の
で
、迷
惑
電
話
防
止

機
能
を
有
す
る
機
器
を
活
用
す
る
な
ど
、

直
接
話
を
し
な
い
環
境
を
整
え
ま
し
ょ
う
。

・
警
察
で
は
特
殊
詐
欺
電
話
撃
退
装
置
を
無
料
で

貸
し
出
し
て
い
ま
す
の
で
、ご
相
談
く
だ
さ
い
。

・
携
帯
電
話
等
を
使
用
し
な
が
ら
、
A
T
M
を

操
作
し
て
い
る
方
に
対
し
て
注
意
喚
起
の
声

が
け
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
特
殊
詐
欺
電
話
撃
退
装
置
問
い
合
わ
せ
先
】

問　
塩
釜
警
察
署

　
　
生
活
安
全
課　
生
活
安
全
係

☎
3
6
2-
4
1
4
1

　
　
危
機
対
策
課　
生
活
安
全
係

☎
7
6
7-

2
1
7
4

ぼ
し
ゅ
う

◆
ギ
タ
ー
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
R
I
F
U

会
員
募
集

　
結
成
10
年
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
ギ
タ
ー
の
サ
ー
ク
ル

で
す
。
ギ
タ
ー
に
興
味
の
あ
る
方
、
初
め
て
で
も

大
丈
夫
で
す
。
ぜ
ひ
体
験
し
て
み
ま
せ
ん
か
！？

お
電
話
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

●
と　
き

　
毎
週
火
曜
日

　
午
後
1
時
～
午
後
3
時

●
と
こ
ろ

　
リ
フ
ノ
ス
・
ス
タ
ジ
オ
２

●
月
会
費

　
2
、5
0
0
円

問　
ギ
タ
ー
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
R
I
F
U

0
9
0-

5
1
8
0-

8
0
4
7

3
5
6-

7
1
7
4

kky@
kir.biglobe.ne.jp

消
防
か
ら
の
お
知
ら
せ
　

◆
危
険
物
取
扱
者
試
験
準
備
講
習
会
の
開
催

　

令
和
４
年
度
第
１
回
の
危
険
物
取
扱
者

試
験
が
令
和
４
年
６
月
12
日
㈰
に
実
施
さ
れ
る

こ
と
に
伴
い
、
乙
種
第
四
類
の
受
験
者
を
対
象
に

危
険
物
取
扱
者
試
験
準
備
講
習
会
を
開
催
し
ま
す
。

●
と　
き

　
5
月
26
日
㈭　
午
前
9
時
～
午
後
5
時

●
と
こ
ろ

　
多
賀
城
消
防
署　
会
議
室（
駐
車
場
あ
り
）

●
受
付
期
間

　
4
月
27
日
㈬
～
5
月
20
日
㈮

●
受
講
定
員

　
50
人（
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
）

●
申
込
場
所

　
塩
釜
地
区
消
防
事
務
組
合
消
防
本
部
予
防
課

●
費　
用

　
2
、3
0
0
円（
テ
キ
ス
ト
代
）

※
申
し
込
み
時
に
お
支
払
く
だ
さ
い
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に

よ
り
、
中
止
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
が

テ
キ
ス
ト
代
の
返
金
は
で
き
ま
せ
ん
。

問　
塩
釜
地
区
防
災
安
全
協
会

☎
3
6
1-

1
6
1
9

◆
甲
種
防
火
管
理「
新
規
」講
習
の
開
催

　
ホ
テ
ル
、旅
館
、
学
校
、
病
院
、
社
会
福
祉

施
設
、
工
場
、
事
務
所
等
で
多
数
の
人
々
が
出
入

り
し
、
勤
務
す
る
事
業
所
ま
た
は
、一
つ
の
建
物

内
に
管
理
権
原
者
が
異
な
る
種
々
の
テ
ナ
ン
ト

等
が
存
在
す
る
場
合
で
、
各
テ
ナ
ン
ト
ご
と
の

管
理
す
る
収
容
人
員
が
多
い
場
合
に
は
消
防
法

に
定
め
ら
れ
た
資
格
を
有
す
る
防
火
管
理
者
が

必
要
に
な
り
ま
す
。

　
な
お
、詳
細
に
つ
い
て
は「
一
般
財
団
法
人
日

本
防
火
・
防
災
協
会
」の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

●
と　
き

　
7
月
12
日
㈫
～
13
日
㈬
の
2
日
間

　
1
日
目　
午
前
9
時
30
分
か
ら
受
付

　
（
終
了　
午
後
5
時
）

　
2
日
目　
午
前
9
時
30
分
か
ら
受
付

　
（
終
了　
午
後
4
時
5
分
）

●
と
こ
ろ

　
多
賀
城
消
防
署　
会
議
室（
駐
車
場
あ
り
）

●
受　
付

　
5
月
30
日
㈪
～
6
月
6
日
㈪

●
受
講
定
員

　
50
名（
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
）

●
費　
用

　
8
、0
0
0
円（
テ
キ
ス
ト
代
含
む
）

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に

よ
り
、
中
止
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
が

テ
キ
ス
ト
代
の
返
金
は
で
き
ま
せ
ん
。

問　
一
般
財
団
法
人
日
本
防
火
・
防
災
協
会

☎
０
３-

６
２
６
３-

９
９
０
３

◆
住
宅
用
火
災
警
報
器
の

　
　
設
置
・
点
検
を
お
願
い
し
ま
す

問　
利
府
消
防
署　
　

☎
3
5
6-

2
2
5
1

 

3
月
の
事
故
火
災【
町
内
】

◎
交
通
事
故　
　
　
　
　
13
件 （
28
件
）

　
前
年
度
同
期　
　
　
　
14
件 （
31
件
）

◎
火
災　
　
　
　
　
　
　
1
件 （
3
件
）

　
前
年
度
同
期　
　
　
　
2
件 （
2
件
）

　
　
　
　
（　
）内
は
1
月
か
ら
の
累
計
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